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平成２１年２月１６日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 損害賠償等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２０年１２月１５日 

 

判     決 

原告     Ｘ 

被告     国 

 

主     文 

１ 本件訴えのうち、請求（２）及び請求（３）に係る訴えをいずれも却下する。 

２ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事     実 

第１ 当事者の求めた裁判 

１ 請求の趣旨 

（１）被告は、原告に対し、１０万円を支払え。 

（２）訴訟費用は被告の負担とする。 

なお、本件は、原告が、①時効消滅した国税の徴収権に基づき建物の差押え

を受けたこと（請求（１））、②時効消滅した国税の徴収権に基づき土地の公

売処分を受けたこと（請求（２））、③国税不服審判所長による裁決がなされ

る前に、最高価申込者を決定するなど土地の公売手続が行われたこと（請求

（３））、④換価処分の回避や虚偽の公売広告などにより、土地が低額で換価

されたこと（請求（４））の各違法行為によって損害を被り、その一部を金銭

に評備するとそれぞれが１０万円を下らないと主張して、被告に対し、国家賠

償法１条１項に基づき、選択的に各賠償金１０万円の支払を求めた事案である。 
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２ 請求の趣旨に対する答弁 

（１）主位的答弁 

ア 本案前の答弁 

（ア）主文第１項と同旨。 

（イ）訴訟費用は原告の負担とする。 

イ 本案の答弁 

（ア）主文第２項と同旨。 

（イ）訴訟費用は原告の負担とする。 

（ウ）仮執行の宣言は相当ではないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、 

ａ 担保を条件とする仮執行免脱宣言 

ｂ その執行開始時期を判決が被告に送途された後１４日経過したと

きとすること 

（２）予備的答弁 

ア 原告の請求をいずれも棄却する。 

イ 訴訟費用は原告の負担とする。 

ウ 仮執行の宣言は相当ではないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、 

（ア）担保を条件とする仮執行免脱宣言 

（イ）その執行開始時期を判決が被告に送達された後１４日経過したときと

すること 

第２ 当事者の主張 

１ 請求原因 

（１）ア 原告の父であるＡ（以下「Ａ」という。）は、昭和６１年６月１１日

に死亡し、その妻であるＢ（以下「Ｂ」という。）、Ａの子である原告、

Ｃ、Ｄ及びＥ（以下、Ａの相続人ら全員を「本件相続人ら」といい、原

告を含むＡの４人の子を「原告ら」という。）が、Ａの遺産を相続した

（以下「本件第１相続」という。）。 
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イ Ｂは、平成２年３月２１日に死亡し、その子である原告らがＢの遺産

を相続した（以下「本件第２相続」という。）。 

（２）請求（１） 

ア 東京国税局長は、本件第１相続及び本件第２相続に係る相続税の滞納

国税を徴収する目的で、平成１７年６月２０日付けで別紙財産目録記載

の建物（以下「本件建物」という。）の原告らの共有部分を差し押さえ

た。 

イ しかし、滞納国税に係る国税の徴収権は、消滅時効により消滅してお

り、本件建物の差押えによって、原告は、財産権の侵害及びそれに伴う

精神的損害を被った。その損害の一部を金銭として評価すると１０万円

を下らない。 

（３）請求（２） 

ア 東京国税局長は、本件第１相続及び本件第２相続に係る相続税の滞納

国税を徴収する目的で、原告らが共有持分を有する別表１－１Ｎｏ．１、

２、７及び８の各土地について、平成１５年８月１日から同年９月９日

にかけて、公売を実施し、売却決定をした。 

イ 東京国税局長は、本件第１相続及び本件第２相続に係る相続税の滞納

国税を徴収する目的で、原告らが共有持分を有する別表１－１Ｎｏ．９

の土地について、平成１５年９月３日から同年１２月９日にかけて、公

売を実施し、売却決定をした。 

ウ 東京国税局長は、本件第１相続及び本件第２相続に係る相続税の滞納

国税を徴収する目的で、原告らが共有持分を有する別表１－１Ｎｏ．１

０の土地について、平成１６年１月９日から同年２月１２日にかけて、

公売を実施し、売却決定をした。 

エ しかし、滞納国税に係る国税の徴収権は、消滅時効により消滅してお

り、上記アないしウの各不動産の公売処分によって、原告は、財産権の
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侵害及びそれに伴う精神的損害を被った。その損害の一部を金銭として

評価すると１０万円を下らない。 

（４）請求（３） 

ア 東京国税局長は、平成１６年５月１１日付けで、本件第１相続及び本

件第２相続に係る相続税の滞納国税を徴収する目的で、別表２Ｎｏ．３

の土地の原告らの共有持分を差し押さえた。 

イ 原告は、平成１６年７月２６日付けで、上記アの差押処分の取消しを

求め、東京国税局長に対して異議申立てを行ったが、同局長は、同年１

０月２５日付けで、上記異議申立てを棄却する旨の異議決定を行った。 

ウ 東京国税局長は、平成１６年１１月４日付けで、別表２Ｎｏ．３の土

地について、公売する旨の公告をするとともに、原告に対し、公売通知

書を送付した。 

エ 原告は、平成１６年１１月２２日付けで、上記イの異議決定を不服と

して、国税不服審判所長に対して、審査請求を行った。 

オ 東京国税局長は、平成１６年１１月３０日、上記ウの公売公告に係る

入札を実施し、最高価申込者を決定するとともに、入札の終了を告知し

た。 

カ 国税不服審判所長は、平成１７年１１月４日付けで、上記エの審査請

求を棄却する旨の裁決をした。 

キ 国税通則法１０５条１項は、国税に関する法律に基づく処分に対する

不服申立てがされている場合、国税の徴収のため差し押さえた財産の滞

納処分による換価は、その財産の価格が著しく減少するおそれがある場

合等を徐き、不服申立てについての決定又は裁決があるまですることが

できないと定める。 

しかし、東京国税局長は、平成１７年１１月４日に上記カの裁決がされ

る前に、上記ウ及びオのとおり、別表２Ｎｏ.３の土地について、公売公
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告、公売通知を行い、入札を実施して最高価申込者を決定するとともに、

入札の終了を告知しており、これらの行為は、国税通則法１０５条１項違

反である。 

原告は、これらの公売手続により、財産権の侵害及びそれに伴う精神的

損害を被った。その損害の一部を金銭として評価すると１０万円を下らな

い。 

（５）請求（４） 

ア 東京国税局長は、原告らが共有持分を有する別表１－１Ｎｏ．１、２、

７、８、９及び１０の各土地を低額で換価するために、故意に換価処分

を回避し続け、差押処分から１５年近く経過した後、極めて低額で換価

処分を行った。 

イ また、東京国税局長は、虚偽の公売公告により、差し押さえた不動産

の価額を損なわせ、高額で公売がされそうな場合は、強引に低額で換価

させようとするなどの違法な行為を行った。 

ウ 原告は、東京国税局長の上記ア、イの行為により、財産権の侵害及び

それに伴う精神的損害を被った。その損害の一部を金銭として評価する

と１０万円を下らない。 

（６）請求のまとめ 

よって、原告は、被告に対し、請求（１）ないし（４）に係る請求権を選

択的に併合して、国家賠償法１条１項に基づく損害賠償権に基づき、損害賠

償金の一部である１０万円の支払を求める。 

２ 被告の主張 

（１）請求原因（１）は認める。 

（２）請求（１）について 

ア 請求原因（２）アは認め、イは否認ないし争う。 

イ（ア）本件第１相続に係る滞納国税については、納期限から５年以内で
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ある平成元年１０月１２日に、別表１－１及び１－２の各不動産（以

下「本件不動産」という。）の本件相続人らの各共有持分を差し押

さえる処分をした（以下「本件外差押処分」という。）。この本件

外差押処分のうち、一部の不動産に対する差押えは現在も継続して

おり、本件第１相続に係る相続税の滞納国税の徴収権の消滅時効は

中断しているから、消滅時効は完成していない。 

（イ）また、本件第２相続に係る滞納国税については、納期限から５年以

内である平成１０年２月２４日に、本件不動産について参加差押処分

をした（以下「本件外参加差押処分」という。）。この本件外参加差

押処分のうち、一部の不動産に対する参加差押えは現在も継続してお

り、本件第２相続に係る相続税の滞納国税の徴収権の消滅時効は中断

しているから、消滅時効は完成していない。 

（３）請求（２）について 

ア 本案前の主張 

原告の請求（２）に係る訴えは、別表１－１Ｎｏ．１、２、７及び８の

不動産に関する部分については、既に確定した一部請求の棄却判決におい

て認められなかった請求及び主張を蒸し返すものであり、別表１－１Ｎｏ．

９及び１０の不動産に関する部分については、係属中の別訴で請求するも

のを本訴で再び請求するものであって、被告に二重の応訴の負担を強いる

ものであるから、信義則に反し不適法なものとして却下すべきである。 

イ 本案の主張 

（ア）請求原因（３）アないしウは認め、エは否認ないし争う。 

（イ）本件第１相続及び本件第２相続に係る相続税の滞納国税の徴収権の

消滅時効は、上記（２）イ（ア）、（イ）のとおり中断しているから、

消滅時効は完成していない。 

（４）請求（３）について 
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ア 本案前の主張 

別表２の土地に関し、裁決がされないうちに公売処分が行われた違法を

原因とする損害賠償請求権に関する訴訟は、別件訴訟でも係属中である。 

したがって、原告の請求（３）に係る訴えは、被告に二重の応訴の負担

を強いるものであり、信義則に反し、不適法なものとして却下されるべき

である。 

イ 本案の主張 

（ア）請求原因（４）アないしカは認め、キは否認ないし争う。 

（イ）国税通則法１０５条１項ただし書きにいう「換価」とは、公売等に

より差押財産を金銭化することであり、換価することが「できない」

とは、一般的には、公売公告以下の換価手続をしない趣旨であること

を指すが、例外的に、公売公告後に不服申立てがされた場合には、一

応入札又は競り売りの終了の告知までの手続を進め、売却決定以後の

手続を留保することも可能であると解される。 

本件においては、公売広告、公売通知をした後の平成１６年１１月

２２日に審査請求がされ、その裁決が平成１７年１１月４日にされる

前に、入札を実施して最高価申込者を決定するとともに、入札の終了

を告知したにすぎないから、東京国税局長の行った公売手続は違法と

はいえない。 

（５）請求（４）について 

（ア）請求原因（５）は否認し、東京国税局長の行った公売手続が違法であ

るとの主張は争う。 

（イ）差押財産を換価処分に付する時期については、これを規定する法令は

ないから処分庁の合理的裁量に委ねられると解されるところ、東京国税

局長は、平成元年１０月１２日、本件第１相続に係る滞納国税を徴収す

るため、本件外差押処分を行い、平成１０年２月２４日には、本件第２
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相続に係る滞納国税を徴収するため、本件外参加差押処分を行い、その

後、平成１２年３月１日（第１回目）、同年５月１０日（第２回目）、

同年９月５日（第３回目）及び平成１３年６月５日（第４回目）と公売

期日を開催したが、いずれの期日においても入札がなく、公売は不成立

となったのであるから、東京国税局長に職務上の法的義務違反はなく、

国家賠償法上の違法は存在しない。 

 

理     由 

１ 認定事実 

証拠（各認定事実の後に掲記する。）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事

実が認められる。 

（１）税額の確定等について 

ア 原告の父であるＡは、昭和６１年６月１１日に死亡し、その妻であるＢ、

Ａの子である原告らが、Ａの遺産を相続した（本件第１相続、乙１の１、１

の２）。 

イ 本件相続人らは、昭和６１年１２月９日、成田税務署長に対し、Ａの死亡

（本件第１相続）に係る相続税について、約付すべき税額を、Ｂにつき１３

８１万５０００円、原告らにつき各３４５万３７００円とする相続税の申告

書を提出し、これによって、本件相続人らの本件第１相続に係る申告税額（以

下「本件第１相続税申告税額」という。）につき、同月１１日を納期限とす

る各納税義務が確定した（乙１の１、１の２、２ないし４）。 

ウ 成田税務署長は、平成元年７月７日付けで、本件第１相続税申告税額につ

いて、Ｂにつき納付すべき税額６４２８万７０００円及び過少申告加算税４

３２万４０００円、原告らにつきそれぞれ納付すべき税額１６０７万１７０

０円及び過少申告加算税１０８万０５００円とする更正及び過少申告加算税

賦課決定（以下「本件第１更正等処分」という。）をした（乙１の１、１の
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２、２ないし４） 

これによって、本件相続人らについて、国税通則法３５条２項２号により、

本件第１更正等処分に係る納付すべき税額のうち本件第１相続税申告税額を

それぞれ上回る税額（以下「本件第１相続税更正税額」という。）、すなわ

ちＢにつき本税５０４７万２０００円及び過少申告加算税４３２万４０００

円、原告ら各人につきそれぞれ本税１２６１万８０００円及び過少申告加算

税１０８万０５００円の、平成元年８月７日を納期限とする各納税義務が確

定した（乙１の１、１の２、２ないし４）。 

エ Ｂは、平成２年３月２１日に死亡した。これによって、原告らは、国税通

則法５条に基づき、それぞれ、Ｂの相続税申告税額及び相続税更正税額に係

る滞納国税の４分の１の納税義務を承継した。原告らは、同年９月１４日、

成田税務署長に対し、Ｂの死亡（本件第２相続）に係る相続税について、課

税価格及び納付すべき税額をいずれも０円とする相続税の申告書を提出した

（乙５）。 

オ 成田税務署長は、平成５年３月３１日付けで、原告らに対し、前記エの本

件第２相続に係る相続税について、それぞれ納付すべき税額６７５万２９０

０円及び過少申告加算税９８万７５００円（以下「本件第２相続税更正税額」

という。）とする更正及び過少申告加算税賦課決定をした。これによって、

原告らについて、国税通則法３５条２項２号により、同年４月３０日を納期

限とする各納税義務が確定した（乙６）。 

（２）滞納処分の経緯について 

ア 本件相続人らが、本件第１相続税申告税額につき、その納期限である昭和

６１年１２月１１日までに納付しなかったことから、成田税務署長は、昭和

６３年２月１１日、本件相続人らに対し、それぞれ督促状により納付の督

促をしたが、同日から１０日を経過した日までに完納されなかった（乙２な

いし４） 
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イ 東京国税局長は、昭和６３年４月２５日、国税通則法４３条３項に基づき、

本件相続人らの本件第１相続税申告税額に係る滞納国税について、成田税務

署長から徴収の引継ぎを受けた（乙３２、４９）。 

ウ 本件相続人らが、本件第１相続税更正税額につき、その納期限である平成

元年８月７日までに納付しなかったことから、成田税務署長は、同年９月１

日、本件相続人らに対し、それぞれ督促状により納付の督促をしたが、同日

から１０日を経過した日までに完納されなかった（乙２ないし４）。 

エ 東京国税局長は、平成元年９月２５日、国税通則法４３条３項に基づき、

本件相続人らの本件第１相続税更正税額に係る滞納国税について、成田税務

署長から徴収の引継ぎを受けた（乙３２、４９）。 

オ 東京国税局長は、平成元年１０月１２日、本件相続人らの本件第１相続税

申告税額及び本件第１相続税更正税額に係る滞納国税を徴収するため、本件

不動産の本件相続人らの各共有持分を差し押さえた（本件外差押処分。乙２

ないし４、７、８、１１ないし１４）。 

カ 原告らが、本件第２相続税更正税額につき、その納期限である平成５年４

月３０日までに納付しなかったことから、成田税務署長は、同年５月２８日、

原告らに対し、督促状により納付の督促をした（乙９、２３、３２、４９）。 

キ 東京国税局長は、平成５年６月２１日、原告らの本件第２相続税更正税額

に係る滞納税額について、成田税務署長から徴収の引継ぎを受けた（乙２３、

３２、４９） 

ク 東京国税局長は、平成１０年２月２４日、原告らの本件第２相続税更正税

額に係る滞納図税を徴収するため、本件不動産の原告らの各共有持分を参加

差押えした（本件外参加差押処分。乙１０ないし１４） 

ケ 別表１－１Ｎｏ．１、２、７、８、９及び１０の各土地は、平成１２年３

月１６（第１回目）、同年５月１０日（第２回目）、同年９月５日（第３回

目）及び平成１３年６月５日（第４回目）と公売に付されたが、入札はなく、
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不成立となった（乙２６、２９、３２） 

コ 東京国税局長は、原告が共有持分を有する別表１－１Ｎｏ．１、２、７及

び８の各土地について、平成１５年８月１日から同年９月９日にかけて、公

売を実施し、売却決定をした（乙１２の１ないし１２の４、弁論の全趣旨） 

サ 東京国税局長は、原告が共有持分を有する別表１－１Ｎｏ．９の土地につ

いて、平成１５年９月３日から同年１２月９日にかけて、公売を実施し、売

却決定をした（乙１３、弁論の全趣旨）。 

シ 東京国税局長は、原告が共有持分を有する別表１－１Ｎｏ．１０の土地に

ついて、平成１６年１月９日から同年２月１２日にかけて、公売を実施し、

売却決定をした（乙１４、弁論の全趣旨） 

ス 東京国税局長は、平成１６年５月１１日、原告らの滞納国税を徴収する目

的で、別表２の各土地の原告らの共有持分を差し押さえた（乙１５の１ない

し１５の３）。 

セ 原告らは、平成１６年７月２６日付けで、上記スの差押処分の取消しを求

めて、東京国税局長に対して異議申立てを行った。同局長は、同年１０月２

５日付けで、上記異議申立てを棄却する旨の異議決定を行った（乙３３の１

ないし３３の３、３４） 

ソ 東京国税局長は、平成１６年１１月４日付けで、別表２Ｎｏ．１及び３の

各土地を同月３０日に公売する旨を公告するとともに、原告らに対して、公

売通知書を送付した（乙３５ないし３７）。 

なお、本件公売公告において定めた売却決定の日時は同年１２月７日午前

１０時００分であり、買受代金の納付の期限は同日午後３時００分であった

（乙３５ないし３７）。 

タ 原告らは、平成１６年１１月２２日付けで、上記セの異議決定を不服とし、

国税不服審判所長に対して、審査請求を行った（乙３９の１、３９の２） 

チ 東京国税局長は、平成１６年１１月３０日、上記ソの公売公告に係る入札
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を実施し、同日付けで、最高価申込者を決定するとともに、入札の終了を告

知した（乙４０の１、４０の２、４１の１、４１の２）。 

また、東京国税局長は、同年１２月１日付けで、原告らに対して、不動産

等の最高価申込者決定通知書により、最高価申込者の氏名、その額並びに売

却決定をする日時及び場所を通知するとともに、これらの事項を公告した（

乙４１のし４１の２、４２）。 

ツ 原告らが、平成１６年１２月６日付けで、本件最高価申込者の決定処分の

取消しを求めて、東京国税局長に対して、異議申立てを行ったところ、同局

長は、平成１７年２月７日、同異議申立てを棄却する旨の異議決定をした（乙

４３の１、４３の２、４４）。 

テ 原告らは、平成１７年３月７日付けで、上記ツの異議決定を不服とし、国

税不服審判所長に対して、審査請求を行った（乙４５の１、４５の２）。 

ト 東京国税局長は、別表１－１Ｎｏ．５の土地及び別表１－２Ｎｏ．１の建

物を公売するために現地及び公簿等の調査をしたところ、表示登記のみがさ

れた本件建物の所在が確認された（乙１６、弁論の全趣旨）。 

そこで、東京国税局長は、平成１７年３月３０日、原告らの滞納国税を徴

収するため、本件建物の原告らの各共有持分を差し押さえた（乙１７） 

しかし、東京国税局長は、本件建物登記の表題部所有者がＡ名義のままと

なっていたこと、平成１７年３月３０日付けで行った差押処分について登記

が経由されないまま相当期間が経過したことから、同差押処分を撤回して改

めて差押えをやり直すこととし、同年６月２０日、同差押処分を解除し、同

日、原告らの滞納国税を徴収するため、改めて、本件建物の原告らの各共有

持分をそれぞれ差し押さえ、同月２１日、差押登記を経由した（乙１６、１

９ないし２１、弁論の全趣旨）。 

ナ 平成１７年９月１６日、上記チの入札で決定した最高価申込者のうち、別

表２Ｎｏ．１の土地に係る最高価申込者が、入札を取り消す意思表示をした
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ことから、同月３０日、東京国税局長は、別表２Ｎｏ．１の土地に係る最高

価申込者の決定処分を取り消した（乙４６、４７）。 

ニ 国税不服審判所長は、平成１７年１１月４日付けで、上記タ及びテの各審

査請求のうち、別表２の各土地の差押処分及び別表２Ｎｏ．３の土地に係る

最高価申込者の決定処分に対する審査請求をいずれも棄却し、別表２Ｎｏ．

１の土地に係る最高価申込者の決定処分及び公売通知に対する審査請求をい

ずれも却下する旨の裁決をした（乙４８）。 

（３）先行訴訟について 

ア 請求（２）に関する先行訴訟 

（ア）別表１－１Ｎｏ．１、２、７及び８の不動産について 

原告は、本件訴えに先立つ平成１８年３月３１日付けで、国を被告とし

て、東京国税局長が原告の滞納国税を徴収するために行った別表１－１Ｎ

ｏ．１、２、７及び８の各土地の公売手続に関し、被告の担当公務員が、

①消滅時効により徴収権の失効した相続税の滞納税額により、相続不動産

の公売処分を行ったこと、②公売不動産の最低見積価額について、路線価

よりも著しく低額で、鑑定評価額の３分の１以下に決定したこと、③上記

の鑑定評価額に係る鑑定手数料を公売売却価額から支払ったこと、④著し

く不合理な路線価で相続課税額及び相続税額を算定したことが違法であ

るとして、１０万円の損害賠償（一部請求）を求める訴訟（平成●●年（○

○）第●●号。以下「先行第１事件」という。）を東京地方裁判所に提起

した。これに対して、同裁判所（民事第２６部）は、平成１９年５月１１

日、原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した（乙２６、弁論の全趣旨）。

これに対し、原告は控訴したが、東京高等裁判所はこれを棄却し（平成

●●年（○○）第●●号。乙２７）、さらに原告は上告及上告受理申立て

をしたが、最高裁判所はこれらを棄却及び不受理とする決定をした（平成

●●年（○○）第●●号・平成●●年（○○）第●●号。乙２８）。 
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（イ）別表１－１Ｎｏ．９の土地について 

原告は、本件訴えに先立つ平成１８年１２月１日付けで、国を被告とし

て、東京国税局長が原告の滞納国税を徴収するために平成１５年１２月２

日にした別表１－１Ｎｏ．９の土地の公売手続に関し、①消滅時効により

徴収権の失効した相続税の滞納税額により、相続不動産の公売処分を行っ

たこと、②公売不動産の見積価額が時価より不当に低額にされた上、鑑定

手数料を滞納処分費に計上し、公売売却価額から支出したこと、③著しく

不合理な路線価で相続課税額及び相続税額を算定したことが違法であると

して、１０万円の損害賠償（一部請求）を求める訴訟（平成●●年（○○）

第●●号。以下「先行第２事件」という。）を東京地方裁判所に提起した。

これに対して、同裁判所（民事第７部）は、平成１９年１１月１５日、原

告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した（乙２９、弁論の全趣旨）。 

これに対し、原告は控訴したが、東京高等裁判所はこれを棄却した（平

成●●年（○○）第●●号。乙３０）。 

その後、原告は、平成２０年４月２３日、上告提起及び上告受理申立て

をしたが、東京高等裁判所（第２０民事部）は、同年６月２０日、上告受

理申立てについて却下する旨の決定をした（乙３１）。 

さらに、原告は、同月３０日、同決定に対し、特別抗告を行った。なお、

この特別抗告について、最高裁判所は、同年９月２４日に棄却する決定を

した（弁論の全趣旨）。 

（ウ）別表１－１Ｎｏ．１０の土地について 

原告は、本件訴えの提起に先立つ平成１９年２月３日付けで、国を被告

として、東京国税局長が原告の滞納国税を徴収するために行った別表１－

１Ｎｏ．１０の土地の公売手続に関し、①滞納国税に係る徴収権が時効に

より消滅したにもかかわらず手続を行った違法、②見積価額決定における

違法、③公売公告の違法、③鑑定料を滞納処分費として配当した違法及び
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⑤相続財産の評価に係る違法を請求原因として、１０万円の損害賠償（一

部請求）を求める訴訟（平成●●年（○○）第●●号。以下「先行第３事

件」という。）を東京地方裁判所に提起した。これに対して、同裁判所（民

事第４部）は、平成２０年３月２８日、原告の請求を棄却する旨の判決を

言い渡した（乙３２、弁論の全趣旨）。 

これに対し、原告は控訴し、訴訟は、東京高等裁判所（第２０民事部）

に係属中である（弁論の全趣旨）。 

イ 請求（３）に関する先行訴訟 

原告は、平成１９年１１月２８日、被告に対し、別表２の各土地の公売手

続に関して、１０万円の損害賠償（一部請求）を求める訴訟（以下「先行第

４事件」という。）を東京地方裁判所に提起した。原告は、その違法原因と

して、①前記（２）セの平成１６年１０月２５日付け異議棄却決定に対して

審査請求をし、その裁決がいまだなされていないにもかかわらず、東京国税

局長が、同年１１月４日に、別表２の各土地について公売公告及び公売通知

をしたこと、さらに②同月２２日に審査請求（前記（２）タ）をしたにもか

かわらず、その裁決がいまだなされていないのに、東京国税局長が、同月３

０日、前記公売公告に係る入札を実施し、最高価申込者を決定して入札の終

了を告知したこと（前記（２）チ）などを主張した（乙４９、弁論の全趣旨）。 

この訴えに対し、東京地方裁判所（民事第３５部）は、平成２０年９月１

１日、原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した（乙４９）。

　原告は、同月２４日、これを不服として控訴し、東京高等裁判所に係属中

である（弁論の全趣旨）。 

２ 請求（１）について 

（１）原告は、滞納国税に係る国税の徴収権が、消滅時効により消滅しているに

もかかわらず、本件建物の差押えを受けたことによって、財産権の侵害など

の損害を被ったと主張する。 
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（２）国税の徴収権は、その国税の法定納期限から５年間行使しないことによっ

て時効により消滅するものであるところ（国税通則法７２条１項）、国税の

徴収権の時効については、民法の規定が準用されるから（同法７２条３項）、

国税の徴収権についても、差押えにより時効は中断し、かかる差押手続が終

了したときから新たに時効が進行するものと解される（民法１４７条２号、

１５７条１項）。 

（３）これを本件について見ると、前記認定事実によれば、本件第１相続税申告

税額及び本件第１相続税更正税額に係る滞納国税については、本件第１相続

税申告税額につき、昭和６１年１２月１１日を納期限とする各納税義務が確

定し（前記１（１）イ）、本件第１相続税更正税額につき、平成元年８月７

日を納期限とする各納税義務が確定したところ（前記１（１）ウ）、東京国

税局長は、その法定納期限から５年以内である平成元年１０月１２日に本件

外差押処分をしたことが認められ（前記１（２）オ）、本件外差押処分がさ

れた時点で本件第１相続税申告税額及び本件第１相続税更正税額に係る滞納

国税の徴収権の消滅時効は中断したものというべきである。 

また、前記認定事実によれば、本件第２相続税更正税額に係る滞納国税に

ついては、平成５年４月３０日を納期限とする各納税義務が確定したところ

（前記１（l）オ）、東京国税局長は、その法定納期限から５年以内である平

成１０年２月２４日に、本件外参加差押処分をしたことが認められ（前記１

（２）ク）、本件外参加差押処分がされた時点で本件第２相続税更正額に係

る滞納国税の消滅時効は中断したものというべきである。 

そして、前記１（２）コないしシのとおり、本件外差押処分及び本件外参

加差押処分がされた本件不動産のうち、別表１－１Ｎｏ．１、２、７及び８

の各土地ついては、平成１５年８月１日から同年９月９日にかけて、別表１

－１Ｎｏ．９の土地ついては、平成１５年９月３日から同年１２月９日にか

けて、別表１－１－Ｎｏ．１０の土地については、平成１６年１月９日から



17 
 

同年２月１２日にかけて、公売が実施され、売却決定がされたところ、その

余の本件不動産に関しては本件外差押処分及び本件外参加差押処分が継続し

ていることが認められるから、時効中断の効力はなお継続しており、新たな

時効は進行していないものと解するのが相当である。 

以上よれば、本件第１相続及び本件第２相続に係る相続税の滞納国税の徴

収権については、時効が中断しており、時効により消滅したものということ

はできないから、これらの国税を徴収するため、本件建物を差し押さえたこ

とが違法ということはできない。 

よって、原告の請求（１）は理由がない。 

３ 請求（２）について 

（１）原告は、滞納国税に係る国税の徴収権が消滅時効により消滅しているにも

かわらず、別表１－１Ｎｏ．１、２、７、８、９及び１０の各土地について

公売が実施れ、売却決定がされたことによって、財産権の侵害などの損害を

被ったと主張する。 

これに対し、被告は、本案前の主張として、請求（２）は、既に確定した

一部請求の棄却判決において認められなかった請求及び主張を蒸し返すもの

か、係属中の別訴で請求するものを本訴で再び請求するものであって、本件

訴えのうち請求（２）に係る部分は不適法であると主張する。 

（２）そこで被告の本案前の主張について検討する。 

ア 別表１－１Ｎｏ．１、２、７及び８の各土地について 

金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴の確定判決を受けた原告が、残部

請求の訴えを提起することは、確定判決において認められなかった請求及

び主張を蒸し返すものであり、前訴の確定判決によって紛争が解決された

との被告の合理的期待に反し、被告に二重の応訴の負担を強いるものであ

るから、特段の事情がない限り、信義則に反して許されないと解される（最

判平成１０年６月１２日民集５２巻４号１１４７頁参照）。 



18 
 

これを本件について見ると、前記認定事実によれば、別表１－１－Ｎｏ．

１、２、７及び８の各土地について、原告は、先行第１事件において、国

を被告として、東京国税局長が、時効により消滅した相続税の滞納国税の

徴収権により、相続不動産の公売処分を行ったことなどが違法であるとし

て損害賠償金の一部である１０万円の支払を求める訴訟を東京地方裁判所

に提起し、請求棄却判決がされ、控訴、上告を経て同判決が確定したこと

が認められる（前記１（３）ア（ア））。 

そうすると、本件訴えのうち、請求（２）の別表１－１Ｎｏ．１、２、

７及び８の各土地について公売処分に違法があることを請求原因とする部

分は、先行第１事件の確定判決において認められなかった一部請求の残部

を請求するものであり、かかる訴えを許容すべき特段の事情もうかがわれ

ないから、信義則に反し、不適法といわざるを得ない。 

イ 別表１－１Ｎｏ．９の土地について 

金銭の数量的一部請求訴訟の係属中に、同一の請求権に基づき、新たに

残部請求の訴えを提起する場合、両訴えが共に一部請求である以上、訴訟

物が同一であるということはできないけれども、金銭債権の数量的一部請

求が、債権の全部についてその存否を審理した上、その一部について請求

の可否を判断するものであることに照らせば、かかる残部請求の訴え提起

は、審理を重複させ、被告に応訴の負担を二重に負わせるものといえるか

ら、特段の事情がない限り、民訴法１４２条の法意に照らして許されない

と解するのが相当である。 

これを本件について見ると、前記認定事実によれば、原告は、別表１－

１Ｎｏ．９の土地について、先行第２事件において、国を被告として、時

効により消滅した滞納国税の徴収権により、同土地の公売処分を行ったこ

と等が違法であるとして、損害賠償金の一部である１０万円の支払を求め

る訴訟を東京地方裁判所に提起し、請求棄却判決、控訴棄却判決がされた
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こと、これに対し、原告は上告提起及び上告受理申立てをして、上告提起

に係る審理はなお係属中であることが認められる（前記１（３）ア（イ））。 

そうすると、本件訴えのうち、請求（２）の別表１－１Ｎｏ．９の土地

に関する公売処分の違法を主張する部分は、先行第２事件において同一の

損害賠償請求権の全体についてその存否が審理されているにもかかわらず、

更に訴えを提起するものであって、かかる訴えを許容すべき特段の事情も

うかがわれないから、民訴法１４２条の法意に照らして不適法であり、許

されないといわざるを得ない。 

ウ 別表１－１Ｎｏ．１０の土地について 

前記認定事実によれば、別表１－１－Ｎｏ．１０の土地について、原告

は、先行第３事件において、国を被告として、東京国税局長が、原告の滞

納国税を徴収するために行った同土地の公売手続には、滞納国税に係る徴

収権が時効により消滅したにもかかわらず手続を行った違法があると主張

して、損害賠償の一部である１０万円の支払を求める訴訟を東京地方裁判

所に提起し、請求棄却判決がされ、原告が控訴したため、東京高等裁判所

に係属中であることが認められる（前記１（３）ア（ウ））。 

そして、上記イと同様、本件訴えのうち請求（２）の別表１－１Ｎｏ．

１０の土地に関する公売処分の違法を主張する部分は、先行第３事件にお

いて、同一の損害賠償請求権の全体についてその存否が審理されているに

もかかわらず、更に訴えを提起するものであり、かかる訴えを許容すべき

特段の事情もうかがわれないから、民訴法１４２条の法意に照らして許さ

れず、不適法といわざるを得ない。 

（３）以上によれば、本件訴えのうち請求（２）に係る部分は、別表１－１Ｎｏ．

１、２、７及び８の各土地については、既に確定した一部請求の棄却判決に

おいて認められなかった請求及び主張を蒸し返すものであり、別表１－１Ｎ

ｏ．９及び１０の各土地については、係属中の別訴で請求するものを本訴で
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再び請求するものであるから、いずれも不適法なものとして却下するのが相

当である。 

４ 請求（３）について 

（１）原告は、別表２Ｎｏ．３の土地の差押処分に対する審査請求について裁決

がされる前に、東京国税局長が、同土地について、公売公告、公売通知をし

た上、入札を実施し最高価申込者を決定して入札の終了を告知したことが国

税通則法１０５条１項違反であると主張する。 

これに対し、被告は、本案前の主張として、係属中の別訴においても請求

（３）と同様の請求がされているから、請求（３）に係る訴えは不適法なも

のとして却下すべきであると主張する。 

（２）そこで被告の本案前の主張について検討すると、前記認定事実によれば、

原告は、先行第４事件において、被告に対し、別表２の各土地の公売手続に

関して、平成１７年１１月４日に裁決がなされるまでの間に、東京国税局長

が、公売公告及び公売通知をした上、入札を実施し、最高価申込者を決定し

て入札の終了を告知したことが違法であると主張して、損害賠償金の一部請

求として１０万円の支払を求める訴訟を東京地方裁判所に提起し、請求棄却

判決が言い渡され、原告が控訴したため、先行第４事件は、東京高等裁判所

に係属中であることが認められる（前記１（３）イ）。 

そうすると、上記３（２）イのとおり、本件訴えのうち請求（３）に係る

部分は、先行第４事件において、同一の損害賠償請求権の全体についてその

存否が審理されているにもかかわらず、更に訴えを提起するものであり、か

かる訴えを許容すべき特段の事情もうかがわれないから、民訴法１４２条の

法意に照らして許されないといわざるを得ない。 

（３）したがって、本件訴えのうち、請求（３）に係る部分は、不適法であり、

却下するのが相当である。 

５ 請求（４）について 
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（１）原告は、①東京国税局長が、原告らが共有持分を有する別表１－１Ｎｏ．

１、２、７、８、９及び１０の各土地を低額で換価するために、故意に換価

処分を回避し続け、差押処分から１５年近く経過した後、極めて低額で換価

処分を行ったこと、②同局長が、虚偽の公売公告により、差し押さえた不動

産の価額を損なわせ、高額で公売がされそうな場合には、強引に低額で換価

させようとするなどの行為をしたことが違法であると主張する。 

（２）これを本件について見ると、前記認定事実によれば、東京国税局長は、平

成元年１０月１２日、本件第１相続に係る滞納税額に係る滞納国税を徴収す

るため本件外差押処分を行ったこと、平成１０年２月２４日、本件第２相続

に係る滞納国税を徴収するため本件外参加差押処分を行ったこと、本件別表

１－１Ｎｏ．１、２、７、８、９及び１０の各土地は、平成１２年３月１日

（第１回目）、同年５月１０日（第２回目）、同年９月５日（第３回目）及

び平成１３年６月５日（第４回目）と公売に付されたが、いずれの期日にも

入札がなく公売は不成立であったこと、その後、別表１－１Ｎｏ．１、２、

７及び８の各土地は、平成１５年８月１日から同年９月９日にかけて、別表

１－１Ｎｏ．９の土地は、平成１５年９月３日から同年１２月９日にかけて、

別表１－１Ｎｏ．１０の土地は、平成１６年１月９日から同年２月１２日に

かけて、それぞれ公売が実施され、売却決定がされたことが認められる（前

記１（２）オ、ク、ケないしシ）。 

そうすると、前記各土地は、４回にわたって公売に付されたにもかかわら

ず、入札がなく公売が不成立となったのであるから、差押処分から売却決定

まで長期間を要したからといって、東京国税局長が、前記各土地を低額で換

価するために、故意に換価処分を回避し続けたと推認することはできず、他

にこれを認めるに足りる証拠はない。 

また、前記各土地について、東京国税局長が極めて低額で換価処分を行っ

たり、虚偽の公売公告により差し押さえた不動産の価額を損なわせたり、高
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額で公売がされそうな場合には、強引に低額で換価させようとしたことを認

めるに足りる証拠もない。 

なお、本件外差押処分から公売の実施までに約１５年が経過した点は原告

が指摘するとおりであるけれども、換価処分の時期の判断は、納税者につい

ての個々の状況を考慮した処分庁の合理的裁量に委ねられていると解される

こと、本件不動産については、本件外参加差押処分がされた後、４回にわた

って公売期日が開催されたにもかかわらず入札がなかったことなどを併せ考

えると、本件外差押処分から公売の実施までに約１５年が経過したことのみ

をもって、処分庁である東京国税局長において、その合理的な裁量を逸脱し

た違法があると解することはできない。 

（３）したがって、別表１－１Ｎｏ．１、２、７、８、９及び１０の各生地の公

売手続について、原告が主張する違法があったとは認められない。 

６ 以上によれば、本件訴えのうち、請求（２）及び請求（３）に係る訴えはい

ずれも不適法であるから却下することとし、原告のその余の請求はいずれも理

由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法６１条を適用し

て、主文のとおり判決する。 
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